
 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪変更内容≫ 

令和 6 年１２月１日から、資格取得届と資格喪失届の提出期限が資格取得・喪失した日に 
よって下表のとおり変更になります。 
【提出期限】 

 

【具体的提出期限】 

※提出期限の確認については、別紙「適用届提出期限早見表」をご活用ください。 
 

  資格取得・喪失の月日 提出期限 

従前と同じ 
部分 

資格取得日および資格喪失日から翌月１４日までに３０日を経過する場
合は、従前の３０日以内が提出期限となります。 

３０日 
以内 

変更部分 

資格取得日および資格喪失日から翌月１４日において３０日が経過しな
い場合は、翌月１４日以内が提出期限となります。 

翌月１４日
以内 

１、３、５、７、８、１０、１２月 １６日から月末まで 

２月 １3 日から月末まで 
（うるう年：14 日から月末まで） 

４、６、９、１１月 １５日から月末まで 

資格取得・喪失の月日 提出期限 

１月、３月、５月、７月 
８月、10 月、12 月 

１日～１４日 ３０日以内 
１５日～３１日 翌月１４日 

２月  １日～１１日 ３０日以内 
１２日～２８日 翌月１４日 

４月、６月、９月、11 月 
 １日～１３日 ３０日以内 
１４日～３０日 翌月１４日 

適用届の提出期限が変更になります！ 

（別紙） 

令和 6 年 12 月 1 日の法改正により、確定給付企業年金（DB）がある事業所の企業型確定
拠出年金（企業型 DC）の拠出限度額は、これまでの「27,500 円」から「55,000 円－各 DB
の給付水準に基づいて計算された他制度掛金相当額」に変更されます。また、個人型確定拠
出年金（iDeCo）の拠出限度額も、「55,000 円－（企業型 DC の事業主掛金額＋各 DB の他
制度掛金相当額）」(上限 2 万円)に変更されます。 
このことに伴い、iDeCo の拠出限度額を管理するため毎月末の加入者情報等が必要となる

ことから、確定給付企業年金法施行規則が改正され「加入者の資格を取得・喪失したとき
は、その資格を取得・喪失した日から起算して 30 日を経過する日又は当該資格を取得・喪
失した日の属する月の翌月 14 日のいずれか早い日まで」に変更されることとなりました。 
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